
不審電話情報

提供情報は一部表現を変えている箇所があります。

11 月 16 日付 茨城県後期高齢者医療広域連合からの情報提供

【概要】

平成 22 年 11 月 12 日（金）午後２時過ぎ、「年金課 和田」と名乗る男性

から笠間市内の被保険者宅へ電話があり、「年間 10 万円以上医療費がかかった

方に、47,000 円の特別年金支給があり、以前ピンクの封筒で通知した。まだ手

続きされていないようなので、振込先の口座番号を教えて欲しい。」と言われた。

被保険者は、銀行名と支店名、生年月日は教えたが、不審に思い口座番号は教

えなかった。そして、また通知をするとのことで電話は切れた。

その後、被保険者が市担当課へ問い合わせたことにより事案が判明した。

11 月 15 日付 福岡県後期高齢者医療広域連合からの情報提供

【概要】

平成２２年１１月１０日（水）午前９時５０分頃、北九州市内の被保険者宅に

「後期高齢者医療制度から医療保険の補助金が発生して振り込むようになって

いるが、４月に通知を郵送しているが振込口座の回答が未だにないので連絡をし

た」との電話があった。

相手の指示は「戸畑イオン前の福岡銀行ＡＴＭから厚生労働省年金係のボタン

を押してもらえばよい」とのこと。

今後の連絡のためにと、携帯電話の番号を聞かれたもの

11 月９日付 山口県後期高齢者医療広域連合からの情報提供

【概要】

平成 22 年 11 月 9 日（火）９時４０分頃、宇部市の被保険者宅へ広域連合職

員を名乗り、「3 万円くらいの医療給付金を返します。」との電話があった。不審

に思った被保険者は、山口県後期高齢者広域連合へ電話にて事実の有無を確認し

た。同広域連合職員の確認により、事実のない事を被保険者に伝えた。8 日、同

市内では、還付金詐欺とみられる年金機構の職員を名乗った不審電話が５件あっ

た。



11 月 11 日付 千葉県後期高齢者医療広域連合からの情報提供

【概要】

１１月１１日（木）午後２時頃、被保険者宅に「厚生労働省の健康保険センタ

ー」の者と名乗る電話があり、「健康保険の負担率が変更になったので還付金が

発生している。３月頃通知したのだが返事がまだなく手続きができないので、振

込先口座を教えてほしい。」と言われた。

被保険者本人が対応を確認すると、近くにあるＡＴＭへ行き操作するように指

示され、電話は終了した。

不審に思った被保険者から、その後すぐに当広域連合に問合せがあり、本件が

発覚した。

11 月５日付 新潟県後期高齢者医療広域連合からの情報提供

【概要】

平成 22 年 11 月 4 日（木）11 時 30 分頃、関西弁のようなしゃべり方をす

る男性から「去年の 12 月から制度が変わり、年金受取額が１カ月 10 万円未満

の方や病気になって高額な医療を受けた方を対象に 4 万 7 千円程の支給があり

ます。案内を 4 月に送っています。口座の銀行名を教えてほしい。」と新潟市東

区の高齢者宅に電話があった。

電話を受けた高齢者が銀行名を答えると、「カードは持っていますか。」と聞か

れた。高齢者が「カードは使っていない。」と伝えると、「そこまで判ればよろし

いです。」と言われ、電話が切れた。

内容が怪しいと不安に思った高齢者は、当広域連合総務課に電話をかけ、本件

が発覚したもの。また、高齢者から了解を得たのちに、担当者から警察へ本件に

ついての報告を行った。

11 月 5 日付 福岡県後期高齢者医療広域連合からの情報提供

【概要】

平成２２年１０月２５日（月）～２９日（金）の間（詳しい日にちや時間は

覚えていない）北九州市内の被保険者宅に「福岡県中央後期高齢者～」の者と

名乗る男性（所属や担当者の名前は覚えていない）から電話があり、本人が対



応。内容は「42,000 円ほどお返しするお金が発生しており、振込先口座等を

教えてほしい」というもので、相手は、「書類を茶封筒に入れて１月に発送して

いるが、４月調査した時点でも回答がなく、９月に再度同じ書類を送ったが回

答がないので、電話した」とのこと。

対象者がそのような書類は届いていないと答えると、もう一度送るので回答

してほしいと言われ、電話は終了した。１１月１日現在、そのような書類は届

いていない。ＡＴＭへ行くような指示はされなかった。

11 月１日付 福岡県後期高齢者医療広域連合からの情報提供

【概要】

平成２２年１０月１９日（金）午前１０時４０分頃、北九州市内の対象者（７

年前に死亡した女性）宅に男性から電話があり、対象者の娘さんが対応。

７年前に亡くなっている母親について、「医療補助給付金のもどりが４万円く

らいあり、支給できる期日が迫っている（明日かあさって頃まで）。郵便で案内

しているが、見逃している人がいるとのこと。６０歳からが対象で娘さんの分

は、もう入金されているではないか」と言われ、銀行（ひびき信用金庫以外の

指定あり）のＡＴＭでキャッシュカードを通し、「本人確認」のボタンを押すよ

う指示された。念のため、相手を確認したが、所属は聞き取れず電話番号と

（0120‐915‐466）名前（キタガワ）を名乗った。時間を置いて、キタガ

ワと名乗る者から再度電話があるということだった。


